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かかりつけ医機能報告等の施行に向けた検討の進め方（案）
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8月
議論の整理・とりまとめ

必要とされるかかりつけ医機能など、
論点の議論

構成員プレゼン・有識者ヒアリングを通じた
かかりつけ医機能に関する実態等の把握

省令等の具体的内容等の議論

第１回分科会：医療提供体制をとりまく状況、これまでの議論、法改正の概要、検討の進め方等

※ 障害者に対するかかりつけ医機能の議論を行う際には、障害者関係団体のヒアリング又は専門構成員等での参画を検討する。
※ 今後の議論の進捗状況等に応じて変更がありうる。

検討会・分科会の検討
状況について、相互に
共有するとともに、医
療部会に報告しながら
検討を進める。
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１．施行に向けて省令やガイドライン等で定める必要がある事項

○「かかりつけ医機能を有する医療機関」の明確化

・かかりつけ医機能報告による報告・公表
報告を求めるかかりつけ医機能の内容（継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に
係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能、時間外診療、入退院支援、在宅
医療、介護等との連携、その他省令で定める機能）
かかりつけ医機能の報告対象医療機関の範囲
かかりつけ医機能の体制に係る都道府県の確認・公表 など

・医療機能情報提供制度による報告・公表

・地域性を踏まえた多様な「かかりつけ医機能を有する医療機関」のモデルの提示 など

○「地域における協議の場」での協議
・協議の場、協議の参加者、市町村の関与
・協議の進め方、地域でかかりつけ医機能を確保するための具体的方策、公表 など

○「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者等への説明
・説明が必要となる場合、説明しない正当な理由がある場合
・説明の具体的な内容 など

２．かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備、国の支援のあり方など

○ 地域で必要となるかかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修の充実
・医療関係団体の研修
・地域医療支援病院の「かかりつけ医機能の確保のための研修」を含めた研修
・総合診療医の育成 など

○ 地域におけるかかりつけ医機能の実装に向けた取組（在宅医療・介護連携推進事業、地域医療連携推
進法人、都道府県・市町村職員の研修など）

○ 医療DXによる情報共有基盤の整備 など

３．医療計画に関する事項

○ 基本方針、医療計画に定める事項 など
第８次医療計画の中間見直しに併せて検討（令和７年度：国で検討、令和８年度：
都道府県で検討、令和９～11年度：中間見直し後の医療計画）

次回以降の
議論で検討

○ 次回以降の議論において、以下の論点について検討を進めてはどうか。
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○ 複数の慢性疾患、認知症、医療･介護の複合ニーズ等をかかえる高齢者が増加する一方、医療従事者のマンパワーの
制約があり、医療従事者の働き方改革を推進する中で、地域の医療機関等や多職種が機能や専門性に応じて連携して、
効率的に質の高い医療を提供し、フリーアクセスのもと､必要なときに必要な医療を受けられる体制を確保することが重要
ではないか。

○ このため、かかりつけ医機能報告及び医療機能情報提供制度により、

・「かかりつけ医機能を有する医療機関」及び当該医療機関のかかりつけ医機能の内容について、国民・患者に情報提
供し、明確化することによって、国民・患者のより適切な医療機関の選択に資することが重要ではないか。

・また、「かかりつけ医機能を有する医療機関」及び当該医療機関のかかりつけ医機能の内容や今後担う意向について、
地域の協議の場に報告し、地域での確保状況を確認して、地域で不足する機能を確保する方策（プライマリケア研修や
在宅医療研修等の充実、夜間・休日対応の調整、在宅患者の24時間対応の調整、後方支援病床の確保、地域の退院
ルール等の調整、地域医療連携推進法人制度の活用等）を検討・実施することによって、地域医療の質の向上を図る
ことが重要ではないか。

・その際、地域性を踏まえた多様な「かかりつけ医機能を有する医療機関」のモデルの提示を行い、地域で不足する機
能の確保のため、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するよ
うに促すことが重要ではないか。

○ 「地域における協議の場」でのかかりつけ医機能に関する協議について、特に在宅医療や介護連携等の協議に当たっ
て、市町村単位や日常生活圏域単位での協議や市町村の積極的な関与・役割が重要ではないか。

○ かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備として、かかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修を充実し
て、患者の生活背景等も踏まえて幅広い診療領域の全人的な診療を行う医師の増加を促していくことが重要ではないか。

○ 地域におけるかかりつけ医機能の実装に向けて、在宅医療・介護連携推進事業による相談支援や在宅医療研修等の
取組、地域医療連携推進法人等による病院や診療所等の連携確保、複数医師による診療所、複数診療所でのグループ
診療等の推進、都道府県・市町村職員の研修等を充実していくことが重要ではないか。また、医療DXによる医療機関間
の情報共有基盤の整備等に取り組むことが重要ではないか。
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令和６年４月12日「第４回 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」における主な意見①

【総論】
・かかりつけ医になる医師の診療能力の問題であるとか、かかりつけ医になる意思があるかないかという意思と能力の問題に係る話と、当該医療機関がかかりつ
け医の機能、連携の機能であるとか、時間外の機能であるとかをどう担っているかという話は、分けて議論する必要。
・１人の医師や１つの医療機関だけで全てカバーできるものではなく、地域を面で支えるという考え方は非常によい。そのためにも、各医療機関がどんな現状にある
のか、実績の見える化が必要ではないか。
・この制度は手挙げが基本。今後高齢者の数は増え、医師は高齢化が進んでいる。地域の多くの医療機関が参画をした上で、かかりつけ医機能を面として発揮す
ることで、その地域で生活している患者に対して質の高い外来医療を提供することができる。
・年配の医師で地域医療を頑張っていただいている方々が続けられるような、参加できるような仕組みとすべきではないか。
・患者が医療機関を選択する際の学習の機会の提供や教育に関する支援が必要ではないか。障害があっても、高齢であっても、適切な医療機関を選択できるとい
うのは大事。高齢、障害それぞれのサービスを受けている方には、相談支援機関や福祉事業所等の理解も大事になってくる。

【かかりつけ医機能報告の報告内容】
・患者はその症状により何が自分に起きているか分からない。医師も症状によって様々な疾患を考えるため、すぐに明確に判断ができるわけでもない。また、病気
は連続性があるため、その症状に対してどこまで対応ができるかというのは非常に難しい。ここまでできるという明示を医療機能情報提供制度ですると、大きなトラ
ブルのもとになるのではないか。
・例えば、日医のかかりつけ医研修制度の中において症状を明示はしているが、症状を特定することをこの会議ですることはなかなか乱暴な議論ではないか。高齢
者が有する疾患は非常に多いため、逐一これとこれとということを明確化することは、学問的にもまだ難しいのではないか。
・日医の生涯教育にある症候については、あくまでも医師がさらに知見を深めたり広げたりするための一つのステップとして用意したものであって、患者さんに御覧
いただいて医療機関を選ぶために役立てるということは考えていない。そこまで患者さんにお願いをするのは無理。
・症候ではなく、より幅広く、あるいは患者さんの背景も含めてしっかり対応し、家族のことも分かってというようなことにさらに力を尽くしていく意欲、あるいはその決
意を表明するという形でこの報告制度が機能していけば、患者にとって非常に役立つのではないか。
・患者側からすると、症候が分かりやすいというのは分かるが、重症度という観点もあるため、慎重な議論が必要ではないか。
・自分の症候の程度だったら診られるのか、基本研修は受けているようだが、どのレベルの症候を診てくれるのか、患者にとって判断が難しいのではないか。また、
症候は数が多いため、診れるものを申告制にすると大変なことにならないか。ある程度整理が必要ではないか。
・全世代型社会保障構築会議の報告書でも、かかりつけ医機能の１番目は「日常的に高い頻度で発生する疾患・症状について幅広く対応し、オンライン資格確認も
活用して患者の情報を一元的に把握し、日常的な医学管理や健康管理の相談を総合的・継続的に行うこと」としている。特に高齢者がこれから増えていく中、多くの
疾患や症状をもつ患者に「治し、支える医療」を提供できる体制を構築していくためにも、幅広い疾患と症状に対応できることが、この制度でも重要ではないか。
・患者側にとって自分がどの疾患にかかっているかをあらかじめ理解することは容易ではない。どういう症状・症候を持っているかは自覚があるため、どの症状・症
候に対応できるかをかかりつけ医機能報告の中で示すことで、患者の選択に資するのではないか。その際には、幅広い疾患・症状に対応できることが重要。
・症候・症状が分かりやすいのではないか。発生頻度が高い症候を具体的に列挙して、それに対応できるかどうかを、かかりつけ医機能の有無を判断する一つの基
準とすることも考えられるのではないか。
・患者にとって症状は自分の起きていることなので分かりやすい。急に心臓がどきどきして息苦しくなったが、割とすぐ治まってしまった場合に、これは深刻な病気な
のか、しばらく放っておいても大丈夫なのか、また、最近手足がしびれるが相談して診てもらいたいとか、具体的な症状に対応してもらえるのかが分かる報告になる
と、分かりやすいのではないか。
・患者の視点に立てば、症候・症状が分かりやすいのではないか。なかなか難しい点があるという指摘はあるが、発生頻度が高い症候を具体的に列挙して、それに
対応できるかどうかをかかりつけ医機能の有無を判断する一つの基準とすることも考えられるのではないか。
・「対応」という言葉について、初期診断に加え治療をすることまでしないと「対応」にならないとするのではなく、門前払いをしないで相談に乗ってくれる、その上で、
自身は診断・治療はできないが腕のよいしっかり診てくれるところにつなぐ機能を果たせば、十分かかりつけ医機能報告制度で丸をつけてもいいのではないか。5
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・全国でかなり事情が違うということを考えると、何らかの基準で一線引かれてしまうと、現在でもぎりぎりのところでやっているところで、いろいろな問題が出てくるの
ではないか。
・将来的に、医療提供体制の中で外来機能をイギリスのGPのようにゲートオープナーのような機能として目指して考えていくのか、それとも、現在の専門性を活かし
各医療機関ができる範囲内のことでウイングを広げていき、足りない部分を面として地域で支えるという医療提供体制を目指していくのか、この考え方によって１号
機能の報告の考え方は大きく変わってくるのでないか。
・診療所における在宅医療実施の意向の有無や、地域医療関係者と介護事業所との連携の状況などの把握も必要ではないか。
・かかりつけ医機能が発揮されるためには、在宅医療の提供や介護サービス等との連携の見える化が必要であり、関係者間で共有され、市民が知ることが重要。
・実際にかかりつけ医機能を発揮した実績を確認できることも、患者にとって重要。研修の受講状況あるいは総合診療専門医がいるかどうかも患者が医療機関を選
ぶ際に重要な情報。
・研修は受けているか受けていないか、代表的な研修を並べてどれを受けているかがチェックできればいいのではないか。基本研修だけなのか、アドバンスを修了
している方なのかがわかるようになれば、より患者の選択に役立つのではないか。
・研修の受講の有無は、医療機能情報提供制度においても明示することで、最終的に患者がかかりつけ医を選ぶことにつながるのではないか。
・患者・国民の立場からすれば、やる気のある医療機関を選びたいと思うし、例えば今こういう準備をしているとか、こういう体制にしていくとか、こういう研修を受ける
とか、具体的に報告してもらうのもありではないか。
・他の医療機関との連携の有無、連携している場合にはどのような体制をとっているのか、健診・予防接種も受けられるか見えるようになるといいのではないか。
・患者に交付する書面にも対応可能な症候を記載すれば、この自覚症状が出た場合にはここを受診すればよいということが理解でき、患者の安心につながると思う。
・地方では、在宅医療が既に増えており、在支診・在支病の役割は非常に大きくなっている。在支病・在支診の役割をどのように示すかも大切ではないか。
・入退院支援の場面では、患者にとって元の生活にまた戻れるかどうかが非常に重要。医師間の病診連携だけでなく、かかりつけ医に医療ケアチームの一員として、
支援の必要な方に元の生活にスムーズに早期に帰っていただく、再入院をしないための関与が必要。
・病院や診療所の医療機関はもとより、身近なところで患者を支え、また、在宅での暮らしが継続できるように、さらに看取りまで、生活全体を見ながら医療・看護を
提供できる訪問看護の役割が非常に大きくなる。

【報告対象医療機関】
・かかりつけ医機能の対象は、慢性疾患を有する高齢者、継続的な医療を要する者にある程度絞らないといけないのではないか。例えば難病を持つ方の場合は大
学病院等がかかりつけになっている場合もあるが、その場合は今回のいわゆるかかりつけ医機能というよりは、そこにかかっている、そこに主治医がいるという位置
付けにしたほうが分かりやすいのではないか。

【協議の場】
・基本的にかかりつけ医機能報告は点の情報が集まる。かかりつけ医機能を実装していくことを考えると、点で上がってきた情報を線でつないで面の形にしていく作
業を誰かがしないといけない。報告してもらったものを、一定の考え方で組み立てていく作業をやらないといけない。協議の場はそういう役割が求められる。

【研修】
・地域のニーズに合うようなセルフアセスメントの研修システムを整えて、地域でチームで勉強し、継続的に改良していく姿勢もかかりつけ医として大事ではないか。
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（１）「かかりつけ医機能を有する医療機関」の明確化
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【基本的な考え方】
・「かかりつけ医機能を有する医療機関」及び当該医療機関のかかりつけ医機能の内容について、国民・患者に情報提供し、明確化することに
よって、国民・患者のより適切な医療機関の選択に資する。
・「かかりつけ医機能を有する医療機関」及び当該医療機関のかかりつけ医機能の内容や今後担う意向について、地域の協議の場に報告し、
地域での確保状況を確認して、地域で不足する機能を確保する方策（プライマリケア研修や在宅医療研修等の充実、夜間・休日対応の調整、
在宅患者の24時間対応の調整、後方支援病床の確保、地域の退院ルール等の調整、地域医療連携推進法人制度の活用等）を検討・実施する
ことによって、地域医療の質の向上を図る。
・その際、地域性を踏まえた多様な「かかりつけ医機能を有する医療機関」のモデルの提示を行い、地域で不足する機能の確保のため、各医療
機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するように促す。

【かかりつけ医機能報告】
・ 10～13ページのかかりつけ医機能報告（案）について、どのように考えるか。

【医療機能情報提供制度】
・次回以降の分科会において検討。
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かかりつけ医機能報告及び医療機能情報提供制度による報告･公表について（案）

【改正後の医療法条文】
三十条の十八の四 地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」と
いう。)の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で定める者(第一号及び第二号において「継続的な医療を要する者」という。)に対す
るかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一 かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限
る。)の有無及びその内容
二 前号に規定する機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあつては、かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能
にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
イ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
ロ 病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人
保健施設、介護医療院若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能
ニ 介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能
ホ その他厚生労働省令で定める機能
三 当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところにより相互に連携して前号に規定する機能を確保するときは、当該他の病院又は診
療所の名称及びその連携の内容
四 その他厚生労働省令で定める事項
２ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による報告をしたかかりつけ医機能報告対象病院等(同項第二号イからホまでに規定する機能のいずれかを有する旨
の報告をしたものに限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該機能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当するものを有すること(他の病院又は診療所と相互
に連携して当該機能を確保する場合を含む。)を確認するものとする。
３ 都道府県知事は、前項の規定による確認をしたときは、その結果を次条第一項に規定する協議の場に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
４ 第二項の規定による確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該確認を受けた体制について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都
道府県知事に報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、当該変更が生じた体制が同項の厚生労働省令で定める要件に該当すること(他の病院又
は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)を確認するものとする。
５ 第三項の規定は、前項の規定による確認について準用する。
６ 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能
報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
７ 第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、かかりつけ医機能報告対象病院等に係る第一項及び第四項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第六
項中「前項」とあるのは、「第三十条の十八の四第六項」と読み替えるものとする。



(1) １号機能 「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」
の有無及びその内容

＜具体的な機能＞
・継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活
背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提
供する機能
※ 平成25年８月の日本医師会・四病院団体協議会合同提言「かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超
えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。」

＜当該機能に係る報告事項＞

＜上記以外の報告事項＞
① 医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師数
② かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数
③ 全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制※４を有していること

※４ オンライン資格確認を行う体制、オンライン資格確認等システムの活用により診療情報等を診察室等で閲覧・活用できる体制、電子処方箋により処方箋を発行できる体制、電子
カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制

④ 全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況 10

かかりつけ医機能報告について（案）①
１．報告を求めるかかりつけ医機能の内容

【案１】
○ 一定以上の症状※に対して一次診療を行うことができること（35項目の症状※ごとの対応可能の有無も報告）

※ 「臨床研修の到達目標」（厚生労働省通知）における「経験すべき症状・病態・疾患」の「頻度の高い症状」（35項目）のうち、必修項目（下線の20項目）以上
全身倦怠感、不眠、食欲不振、体重減少・体重増加、浮腫、リンパ節腫脹、発疹、黄疸、発熱、頭痛、めまい、失神、けいれん発作、視力障害・視野狭窄、結膜の充血、聴覚
障害、鼻出血、嗄声、胸痛、動悸、呼吸困難、咳・痰、嘔気・嘔吐、胸やけ、嚥下困難、腹痛、便通異常（下痢、便秘）、腰痛、関節痛、歩行障害、四肢のしびれ、血尿、排尿障害
（尿失禁・排尿困難）、尿量異常、不安・抑うつ

→ 「可」の報告の場合は「１号機能を有する医療機関」として、２号機能の報告を行う。

【案２】
① 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示により公表していること
② かかりつけ医機能に関する研修※１の修了者がいること又は 総合診療専門医がいること（左記の人数も報告）

※１ かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す

③ 17の診療領域※２ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること【別案：案１の35項目の症状】
※２ 皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、
産科領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系及び外傷領域、小児領域

④ 17の診療領域※２ごとの患者からの相談の対応可能の有無、いずれかの診療領域について患者からの相談に応じることができること【別案：案１の
35項目の症状】
→ ①～④のいずれも「可」の報告の場合は「１号機能を有する医療機関」として、２号機能の報告を行う。

【案３】
① 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示により公表していること
② かかりつけ医機能に関する研修※１の修了者の有無、受講者の有無、総合診療専門医の有無（左記の人数も報告）

※１ かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す

→ ①が「可」の報告で、②を報告している場合は「１号機能を有する医療機関」として、２号機能の報告を行う。



(2) ２号機能の有無及びその内容

ⅰ 通常の診療時間外の診療

＜具体的な機能＞
・通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能

＜当該機能に係る報告事項＞
① 自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況（在宅当番医制・休日夜間急患センター等に参加、自院の連絡先を渡して
随時対応、自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して随時対応等）、連携して確保する場合は連携医療機関の名称

② 自院における時間外対応加算１～４の届出状況・算定状況

→ ①・②の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」

ⅱ 入退院時の支援

＜具体的な機能＞
・在宅患者の後方支援病床を確保し、地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスに参加し、入退院時に情報共有・共同指導を行う機能

＜当該機能に係る報告事項＞
① 自院又は連携による後方支援病床の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
② 自院における入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況
③ 自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況
④ 自院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況
⑤ 特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関から紹介状により紹介を受けた外来患者数

→ ①～⑤の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」

ⅲ 在宅医療の提供

＜具体的な機能＞
・在宅医療を提供する機能

＜当該機能に係る報告事項＞
① 自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況（自院で日中のみ、自院で24時間対応、自院での一定の対応に加えて連携して

24時間対応等）、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
② 自院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況
③ 自院における訪問看護指示料の算定状況
④ 自院における在宅看取りの実施状況

→ ①～④の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」 11

かかりつけ医機能報告について（案）②



ⅳ 介護サービス等と連携した医療提供

＜具体的な機能＞
・介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する機能

＜当該機能に係る報告事項＞
① 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況（主治医意見書の作成、地域ケア会議・サービス担当者会議等への
参加、ケアマネと相談機会設定等）

② ケアマネへの情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況
③ 介護保険施設等における医療の提供状況（協力医療機関となっている施設の名称）
④ 地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況
⑤ ＡＣＰの実施状況

→ ①～⑤の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」

(3) その他の報告事項

・健康相談、健診、予防接種、地域活動（学校医、産業医、警察業務等）、学生・研修医・リカレント教育等の教育活動等

・ (1)１号機能及び(2)２号機能の報告で「当該機能有り」と現時点でならない場合は、今後担う意向の有無

12

かかりつけ医機能報告について（案）③

・特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院・診療所

２．かかりつけ医機能報告の報告を行う対象医療機関

・都道府県は、２号機能で「当該機能有り」の報告をした医療機関について、「報告事項」で体制を有することを確認する。必要な場合は担当者等の
体制を確認する。

３．かかりつけ医機能報告の２号機能の体制の確認

４．かかりつけ医機能報告に関する公表

・都道府県は、以下について公表を行う。
・１号機能及び２号機能について医療機関から報告された事項
・２号機能の体制の確認結果
・地域の協議の場で協議を行った結果

※ 次回以降の分科会で、医療機能情報提供制度による患者にとって分かりやすい公表のあり方について検討
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かかりつけ医機能報告について（案）④

５．かかりつけ医機能報告のスケジュール

・かかりつけ医機能報告について、医療機能情報提供制度に基づく報告と併せて行えるよう、以下のようなスケジュールとする。

11Ὦ˙

13



◆ かかりつけ医機能が発揮される制度整備

今後の高齢者人口の更なる増加と人口減少を見据え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備は不可欠であり、その早急
な実現に向けて、以下に整理した基本的な考え方のもとで、必要な措置を講ずるべきである。その際には、国民・患者から見
て、一人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要がある。

また、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進めるにあたっては、医療従事者、特に医師の育成やキャリアパスの在り
方について、大規模病院の果たす役割も含めて検討すべきである。さらに、必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフ
リーアクセスの考え方のもとで、地域包括ケアの中で、地域のそれぞれの医療機関が地域の実情に応じて、その機能や専門
性に応じて連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すべきである。

かかりつけ医機能の定義については、現行の医療法施行規則に規定されている「身近な地域における日常的な医療の
提供や健康管理に関する相談等を行う機能」をベースに検討すべきである。

こうした機能の一つとして、日常的に高い頻度で発生する疾患・症状について幅広く対応し、オンライン資格確認も活用し
て患者の情報を一元的に把握し、日常的な医学管理や健康管理の相談を総合的・継続的に行うことが考えられる。その
ほか、例えば、休日・夜間の対応、他の医療機関への紹介・逆紹介、在宅医療、介護施設との連携などが考えられる。

このため、医療機関が担うかかりつけ医機能の内容の強化・向上を図ることが重要と考えられる。また、これらの機能につ
いて、複数の医療機関が緊密に連携して実施することや、その際、地域医療連携推進法人の活用も考えられる。

かかりつけ医機能の活用については、医療機関、患者それぞれの手挙げ方式、すなわち、患者がかかりつけ医機能を担
う医療機関を選択できる方式とすることが考えられる。そのため、医療機能情報提供制度を拡充することで、医療機関は自
らのかかりつけ医機能に関する情報について住民に分かりやすく提供するとともに、医療機関が自ら有するかかりつけ医
機能を都道府県に報告する制度を創設することで、都道府県が上記の機能の充足状況を把握できるようにすることが考え
られる。また、医師により継続的な管理が必要と判断される患者に対して、医療機関がかかりつけ医機能として提供する医
療の内容を書面交付などにより説明することが重要である。

特に高齢者については、幅広い診療・相談に加え、在宅医療、介護との連携に対するニーズが高いことを踏まえ、これら
のかかりつけ医機能をあわせもつ医療機関を都道府県が確認・公表できるようにすることが重要である。同時に、かかりつ
け医機能を持つ医療機関を患者が的確に認識できるような仕組みを整備すべきである。

地域全体で必要な医療が必要なときに提供できる体制が構築できるよう、都道府県が把握した情報に基づいて、地域の
関係者が、その地域のかかりつけ医機能に対する改善点を協議する仕組みを導入すべきである。

これらの枠組みが導入された後、国民一人ひとりのニーズを満たすかかりつけ医機能が実現するまでには、各医療機関、各
地域の取組が必要であり、今回の制度整備はそれに向けた第一歩と捉えるべきである。

「全世代型社会保障構築会議報告書」（令和４年12月16日）
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① 地域医療構想については、新型コロナ禍で顕在化した課題も含めて中・長期的課題を整理し、以下の取組について検討を
深めることが必要である。
・現在は 2025年までの取組となっているが、病院のみならずかかりつけ医機能や在宅医療等を対象に取り込み、議論を進
めた上で、慢性疾患を有する高齢者の増加や生産年齢人口の減少が加速していく2040年頃までを視野に入れてバージョ
ンアップを行う必要がある。
・このため、「治す医療」を担う医療機関と「治し、支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化するとともに、これまでの
地域医療構想による病床の機能の分化及び連携の推進（急性期～回復期～慢性期）に加え、在宅を中心に入退院を繰り
返し、最後は看取りを要する高齢者を支えるため、かかりつけ医機能を有する医療機関を中心とした患者に身近な地域で
の医療・介護の「水平的連携」を推進し、「地域完結型」の医療・介護提供体制を構築する。
・こうした基本的考え方を実現するための改革として、①かかりつけ医機能が発揮される制度整備や、②医療法人制度の見
直し（医療法人の経営情報データベース構築、地域医療連携推進法人の活用促進、認定医療法人制度の継続）を行う。

③かかりつけ医機能報告制度の創設による機能の充実・強化
○かかりつけ医機能には、身近な地域における日常的な医療の提供に関する多様な機能が含まれるが、今後、高齢者の更
なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中で、医療資源には限りがあることを踏まえ、地域によって大きく異なる人口
構造の変化に対応して、地域ごとに必要なかかりつけ医機能を適切に確保していく必要がある。

○特に、在宅を中心に入退院を繰り返し、最後は看取りを要する高齢者が今後更に増加すると考えられ、こうした高齢者につ
いては、以下のようなニーズがあると考えられる。
・持病(慢性疾患)の継続的な医学管理
・日常的によくある疾患への幅広い対応
・入退院時の支援
・休日・夜間の対応
・在宅医療
・介護サービス等との連携

○こうしたニーズに対応する機能を確保していくため、かかりつけ医機能報告制度を新たに創設し、必要なかかりつけ医機能
の充実・強化を図る仕組みを導入することとしてはどうか。

○具体的には、医療機関は前記ニーズに対応する機能やそれを今後担う意向等を都道府県に報告し（連携して機能を提供す
る場合には連携する医療機関も報告）、この報告に基づき、都道府県は、地域における機能の充足状況や、これらの機能を
あわせもつ医療機関を確認・公表した上で、医療関係者や医療保険者等が参画する地域の協議の場で不足する機能を強
化する具体的方策を検討し、結果を公表すべきではないか。その際には、多様な全ての機能を一人の医師・一つの医療機
関だけで担うことは現実的ではなく、個々の医療機関の機能強化に加え、医療機関の適切な連携を通じて、機能の充実強
化を図ることが重要である。また、強化された機能については、医療機能情報提供制度において随時反映し、国民・患者に
分かりやすく提供すべきではないか。

「医療提供体制の改革に関する意見」（令和４年12月28日 社会保障審議会医療部会）
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かかりつけ医の定義と機能（日本医師会・四病院団体協議会）

出典：「医療提供体制のあり方」日本医師会・四病院団体協議会合同提言（平成25年8月8日）

「かかりつけ医」とは（定義）

なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、
身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。

「かかりつけ医機能」

¸ かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自
己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。

¸ かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機関等と
必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する。

¸ かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子
保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参
加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地域で生活できる
よう在宅医療を推進する。

¸ 患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。

第8次医療計画等に関する検討会（令和4年9月9日）資料（一部修正）

2.1. かかりつけ医の定義

「かかりつけ医」は、以下の定義を理解し、「かかりつけ医機能」の向上に努めている医師であり、病院
の医師か、診療所の医師か、あるいはどの診療科かを問うものではない。そして、かかりつけ医は、患者
のもっとも身近で頼りになる医師として、自ら積極的にその機能を果たしていく。

参考
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令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」釜萢構成員提出資料（抜粋）

17

参考



令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」織田構成員提出資料（抜粋）
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○18- 24年度研修者315名
（共催の日本プライマリ・ケア
連合学会より137名）

93名

（2023年1月現在）

〇受講者プロフィール

所属科：内科、外科を中心
に脳神経外科、整形外科、
救急科等
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○ 「全世代型社会保障構築会議報告書」（令和4年12月）において、「必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、
地域包括ケアの中で、地域のそれぞれの医療機関が地域の実情に応じて、その機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮す
るよう促すべき」とされている。

○ これまでの分科会においても、地域の医療連携体制の構築に関して以下のような意見があった。
・自分の医療機関だけで全ての機能を担うことは難しい。地域においていろいろな医療機関と連携して、地域が面として役割を担えることが望ま
れる体制ではないか。

・地域で面での連携をいかに安定して提供していくかという中で、かかりつけ医機能の報告をいかにうまく活用していくかが大切。地域医療の中
が見える化されるので、地域で必要なニーズを話し合いながら、お互いに足りない部分の連携を取っていくということ。特に地方では診療所の
医師の高齢化も進んでおり、全ての機能を背負うのは非常に難しい。自分の地域の不足しているところが見えてきて、それをいかにカバーして
いくかで、前向きな方向に向くのではないか。地域の実情に見合った連携ができるような、かかりつけ医機能の体制づくりをしていく必要。

・かかりつけ医機能支援病院、かかりつけ医機能支援診療所との連携の中で、頑張っておられる先生方の負荷をできるだけ軽くするような方向
性を考えることが重要。

○ また、かかりつけ医機能を有する医療機関の多様な類型が考えられる中で、かかりつけ医機能を支援する病院・診療所が支えることにより、地
域の医療機関がより積極的に安心してかかりつけ医機能を担うことができるようになるとの意見があった。

○ かかりつけ医機能を支援する病院・診療所を含め、「かかりつけ医機能を有する医療機関」の多様な類型（モデル）の提示を行い、地域で不足す
る機能の確保のため、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するように促すことが重要で
あり、このような観点から、国で策定する「かかりつけ医機能報告ガイドライン（仮称）」において、地域性を踏まえた「かかりつけ医機能を有する医
療機関」の多様な類型（モデル）を示すことについて、どのように考えるか。

19

地域性を踏まえた｢かかりつけ医機能を有する医療機関｣の多様な類型(モデル)の提示（案）

日常的な診療 時間外診療 入退院支援 在宅医療 介護等との連携 その他

かかりつけ医機能を有
する医療機関

・専門を中心に総合的･
継続的に実施

・在宅当番医制に参加 ・未対応 ・未対応 ・未対応

かかりつけ医機能を有
する医療機関

・専門を中心に総合的･
継続的に実施

・休日夜間急患セン
ターに参加

・紹介状作成 ・日中のみ実施 ・主治医意見書を作成

かかりつけ医機能を有
する医療機関

・専門を中心に総合的･
継続的に実施

・準夜帯の患者の問合
せに電話対応

・退院前カンファレン
スに参加等

・日中のみ実施 ・介護保険の訪問看護
指示書を作成等

かかりつけ医機能を有
する医療機関

・幅広い領域のプライ
マリ･ケアを実施

・時間外の患者の問合
せに留守番電話対応

・退院困難患者の入院早

期から受入相談対応等
・24時間体制で対応 ・地域ケア会議･サービ

ス担当者会議に参加等

かかりつけ医機能を支
援する医療機関

・幅広い領域のプライ
マリ･ケアを実施

・時間外の患者の問合
せに随時対応

・退院困難患者の入院早

期から受入相談対応等
・後方支援病床を確保

・24時間体制で対応
・複雑困難患者も対応
・地域の在宅医療をサ
ポート

・地域ケア会議･サービ
ス担当者会議に参加等

・学生･研修医･リカレ
ント教育等の教育活動

＜「かかりつけ医機能を有する医療機関」の多様な類型（モデル）のイメージ例＞

○ かかりつけ医機能を支援する医療機関のコンセプト・求められる主な要素
・ 地域の医療機関がかかりつけ医機能を発揮するための包括的な支援を行い、地域で積極的にかかりつけ医機能を担う医療機関の増加に資する。
・ 複数医師が常勤、休日･夜間対応を実施、24時間体制の在宅医療を実施、困難な在宅医療にも対応、地域の在宅医療をサポート、後方支援病床を確保、介護施

設との連携、地域連携･多職種連携を日常的に実施、学生･研修医･リカレント教育等の教育活動等
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令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」大橋構成員提出資料（抜粋）
参考
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かかりつけ医機能支援病院（役割と連携）
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在宅医療において積極的役割を担う医療機関
⇒（機能強化型）在宅療養支援病院と同列
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令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」織田構成員提出資料（抜粋）
参考



（２）「地域における協議の場」での協議
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地域における協議の場に関する改正医療法(令和５年５月改正)の規定
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⌐ ╢ ─ ⌐ ∆╢
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○ 都道府県は、医療関係者、医療保険者等との地域の協議の場を設け、かかりつけ医機能の確保に関する
事項について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表する。

βかかりつけ医機能報告により報告された事項は、改正医療法第30条の18の４第３項等により、都道府県知事が公表することとされている。

（協議事項）
・かかりつけ医機能の確保に関する事項

○ 地域における協議の場は、介護等と密接に関連するサービスに関する事項を協議する場合には、関係する
市町村の参加を求める。

○ また、地域医療構想調整会議を活用することができる。
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協議の場の圏域と参加者の考え方について（案）

○ 既存の外来医療に関する協議の場は、原則として二次医療圏としつつ、人口規模、患者の受療動向、医療
機関の設置状況等を勘案して二次医療圏を細分化した都道府県独自の単位で検討を行っても差し支えないこ
ととされている。

※ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン

○ 医療計画における在宅医療提供体制の構築に関する圏域は、医療資源の整備状況や介護との連携のあり
方が地域によって大きく異なることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制
や医療と介護の連携体制の構築が図られるよう、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等
の実情に応じて弾力的に設定することとされている。

※ 在宅医療の体制構築に係る指針

○ 本分科会においては、市町村自らが地域医療の実態を把握するとともに、市町村が主体的に地域医療への
課題解決に向けた権限や役割を持つことが重要であるとの意見や、かかりつけ医機能に関する協議は生活圏
域の自治体単位が基本で、二次医療圏単位で話をする場合は自治体間の情報交換として有効とする意見が
あった。

○ これらを踏まえ、かかりつけ医機能に関する「協議の場」の圏域は、実施主体である都道府県が市町村と調
整して決定することとし、その際、協議するテーマに応じて、時間外診療、在宅医療、介護等との連携等は市町
村単位等で協議を行い、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議を行い、全体を都道府県単位で統合・調整
するなど、「協議の場」を重層的に設定することを考慮することとしてはどうか。

○ 協議の場の参加者については、協議するテーマに応じて、都道府県、保健所、市町村、医療関係者、介護関
係者、保険者、住民・患者等を参加者として、都道府県が市町村と調整して決定することとしてはどうか。

○ また、かかりつけ医機能に関する調整や協議のコーディネーターについて、地域医療介護総合確保基金を活
用して支援が可能であることを明確化してはどうか。
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協議の場における議論の進め方について（案）

○ かかりつけ医機能は、日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能、時間外診療、入退院支援、在宅医療、
介護等との連携等の幅広い機能を内包している。

○ 地域での協議を進める上では、まずは、地域の関係者で、かかりつけ医機能について、データを活用し、地
域での確保状況や課題等の認識を共有して、地域で目指すべき姿について議論して共有を図った上で、当該
課題に対する具体的な方策と誰が何を担うのかの役割分担等について議論することとしてはどうか。

＜協議の進め方のイメージ（案）＞

① データの活用、確保状況や課題等の認識共有
・かかりつけ医機能報告データ等を活用し、地域のかかりつけ医機能の確保状況や課題等について、関
係者で認識を共有する。

② 原因の分析、地域で目指すべき姿の共有
・①の確保状況や課題等について、関係者それぞれの視点から原因を分析し、その上で、地域で目指す
べき姿について議論して共有する。

③ 具体的な方策と役割分担の決定
・②の地域で目指すべき姿を踏まえ、課題に対する具体的な方策と地域における役割分担等について
議論し、結果を共有して取り組む。

④ 効果と検証
・③の結果得られた効果について、次回以降の協議の場において検証する。

※ テーマごとに①～④をサイクルとして回す。
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協議の場における議論の進め方のイメージ（例：時間外対応）

（１）地域の具体的な課題

（２）様々な視点から考えられる原因
（ex：医療側、介護側、住民側・・・）

（３）地域で目指すべき姿

（４）対策と役割分担（誰に誰が何をするか）

（５）対策により期待できる効果

【原因①】：在宅当番医制を組んではいるが、地域の医師全体の高齢化もあり、24時間対応が困難となっている。
【原因②】：在宅医療の意向がないわけではないが、在宅患者の急変時対応等の経験が少なく、心理的な不安から連携体制に積極的に参加できていない医師がいる。

【対策①】：地域の医療提供者全体で、在宅患者の24時間対応を行うための連携体制について見える化し、輪番制が構築できていない地域で輪番体制の構築につい
て検討する。
Ҝ役割分担：（医師会）輪番体制構築の主導、（市・在宅医）個々の在宅患者ごとの緊急時連絡先リストの整備

【対策②】：24時間対応体制を訪問看護師やヘルパー、消防等も含めた多職種連携で支える観点から、関係者間でのタイムリーな情報共有を行うためのICT導入
Ҝ役割分担：（県・市）情報共有ツール導入を主導

【対策③】：在宅医療の現実や課題、ノウハウ、事例等の共有による、在宅医療に参加する医師の不安感の解消
Ҝ役割分担：（医師会）在宅現場経験の少ない医師に対する同行研修や事例等の共有

【効果】：在宅患者が急変した場合も、家族が緊急相談することができ、身近な地域において24時間の往診や訪問看護を受けることができる。

○ 休日夜間に在宅療養中の高齢者が肺炎で発熱した場合、日常的に訪問診療を受けている医師、看護師等に連絡・相談できる体制がなく、その結果、家族が救
急車をよぶと、地域外の大病院に搬送され、寛解後の在宅復帰が遅れる、ないし、ＡＤＬの低下を招いているのではないか。

○ 在宅療養中の高齢者が急変した場合に備え、医療機関間の役割分担の明確化や輪番制について地域で話し合い、多職種間で在宅患者の情報を共有しながら、
24時間の往診体制や緊急電話相談体制、訪問看護体制を確保する。
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協議の場のイメージ（例：入退院支援）

＜協議事項＞
・在宅医療を提供する医療機

関と、後方支援病床を提
供する医療機関のマッチ
ング／グループ化

・平時から情報共有する仕組
みの構築（入退院支援
ルールの作成･運用、医療
DXの活用など）

・高齢者救急の搬送ルールの
調整
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＜参加者の例＞
・群市医師会
・都道府県・保健所
・市町村
・在宅医療を提供する診療所
・看護協会
・保険者
・住民・患者

Ṇ

Ẇ

ǀ ǠȀǔỡǁ
Ʀ ᷂Ḣǵ᷀ὁ ʴǵ ǓƲ ǵלẀ ǲȏȑ Њ Ǔⱳ ǯǱǪǦḹֻǲ֞ǘЊȓȐȓȒ♥
⅛ș᷂ḢǮ ͪǠȒƳЊ Ǟǭȉ ǲ᷀ὁⱥₒǞǭ̮Ȇ ȓǦ᷂ḢǮ Ǟǭ ǮǔȒȏǍƲЊ ѼǒȐ

᷀ὁ ș Ǎӣ ǯ♥ ș Ǎӣ ǯǵ ḸВ ș▌ӓǠȒƳ

＜参加者の例＞
・郡市医師会
・都道府県・保健所
・市町村
・後方支援病床を提供する
意向のある医療機関

・保険者
・住民・患者

＜協議事項＞
・在宅医療を提供する医療機

関と、後方支援病床を提
供する医療機関のマッチ
ング／グループ化

・平時から情報共有する仕組
みの構築（入退院支援
ルールの作成･運用、医療
DXの活用など）

・高齢者救急の搬送ルールの
調整
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協議の場における議論の進め方のイメージ（例：入退院支援）

（１）地域の具体的な課題

（２）様々な視点から考えられる原因
（ex：医療側、介護側、住民側・・・）

（３）地域で目指すべき姿

（４）対策と役割分担（誰に誰が何をするか）

（５）対策により期待できる効果

【原因①】：地域で後方支援病床の確保ができていない。
【原因②】：地域で在宅療養中の高齢者の状態が悪化した場合の対応方法が不明確。
【原因③】：入院から退院に至るまでの情報共有の仕組みが地域にない、もしくは機能していない。

【対策①】：地域で後方支援病床を確保し、運用する。
Ҝ役割分担：（県）圏域ごとの一定数の後方支援病床の確保、マッチング、（医師会）後方支援病床を確保するニーズの把握

【対策②】：入退院支援のルール作り、活用する参加者を広げていく。
Ҝ役割分担：（県）入退院支援の標準ルール作成とフォロー、（市）地域性に沿った入退院支援ルール作成の場作りと支援

【効果】：後方支援病床の確保と入退院支援ルールが広がることで、地域の医療関係者がつながり、在宅患者の状態変化時に迅速に入院対応、その後の早期在宅
復帰ができることで、在宅を中心とした療養生活を継続できるようになる。

○ 在宅療養中の高齢者が状態悪化により入院を要する場合も、受け入れる後方支援病床の確保ができていないため、入院まで時間がかかり、状態が悪化する。
その結果、寛解までに時間がかかる。また、入院から退院に至るまで関係者間で十分な情報共有ができていないため、在宅復帰が遅れ、在宅療養の継続が難しく
なっているのではないか。

○ 在宅療養中の高齢者の状態が悪化した場合に、入院できる後方支援病床を地域で確保する。入院から退院に至るまでの円滑な情報共有のルール（入退院支援
ルール）を作成する。ルール作り、運用、修正を通じて、地域の関係者間の関係強化を図り、「顔の見える関係」を広げていく。
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（３）「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者への説明
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ü かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することについて都道府県知事の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有す
る高齢者等に在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合として厚生労働省
令で定める場合であって、患者等から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、疾患名、治療計画等につ
いて適切な説明が行われるよう努めなければならない。（努力義務）

※ 説明は電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により行う

Å対象医療機関：かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することについて、都道府県知事の確認を受けた医療機関
Å対象患者 ：慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者
Å対象となる場合：在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合で、患者や

その家族から求めがあったとき

※ 医療機関は正当な理由がある場合は説明を拒むことができる

かかりつけ医機能を
有する医療機関（※）

説明の求め

継続的な医療を
要する患者

ằβϥӺ χ χ

ẑ 今後、有識者等の参画を得て検討。

※ 努力義務の対象となるのは、
⑴通常の診療時間外の診療、⑵入退院時の支援、
⑶在宅医療の提供、⑷介護サービス等と連携し
た医療提供等のかかりつけ医機能の確保に係る
体制を有することについて都道府県知事の確認
を受けたもの
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「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者への説明（案）①

○ 改正医療法において、説明が努力義務となる場合については、「継続的な医療を要する者に対して居
宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合
として厚生労働省令で定める場合」であって、患者又は家族から求めがあったときと規定されている。

○ 患者への説明に当たって、継続的な医療を要する者とかかりつけ医機能を有する医療機関との関係を
確認できることが重要であり、また、継続的な医療を要する者について、一定期間以上継続的に医療の
提供が必要であると見込まれる場合は、在宅医療だけでなく、外来医療においても、必要なときに相談
できる関係をつくることが重要であると考えられることから、「厚生労働省令で定める場合」について
は、以下のとおりとしてはどうか。（なお、説明が努力義務となるのは、この場合であって、患者又は
家族から求めがあったとき）

・ 自院において、継続的な医療を要する者に対して在宅医療や外来医療を提供する場合であって、一
定期間※以上継続的に医療の提供が見込まれる場合

※ 一定期間は概ね４か月

説明が努力義務となる場合
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「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者への説明（案）②

○ 改正医療法において、疾患名、治療に関する計画、当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先、その
他厚生労働省令で定める事項について、適切な説明が行われるように努めなければならないこととされて
いるが、「その他厚生労働省令で定める事項」については、以下のとおりとしてはどうか。

・「当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能」※

※ 当該患者に対する１号機能や２号機能、２号機能を連携して確保する場合は連携医療機関

・「病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項」

※ 医療法第６条の４に基づく入院診療計画書の交付の努力義務において、説明内容の一つとして、「病院又は診療所
の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項」が定められている。

説明の内容

（参考）説明内容のイメージ

「治療に関する計画」の説明内容イメージ 〔診療報酬で療養計画を説明する場合はその説明内容で代替できる〕
・現在の症状（症状、ADLの状況、体温・脈拍・排便・食事などの状況や疼痛の有無など）
・治療方針・計画・内容（スケジュール、目標、治療内容（検査・服薬・点滴・処置などの予定）など）
・その他（生活上の配慮事項など）

「当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能」の説明内容イメージ
１号機能の内容
２号機能の内容 ※ 機能を有するもののみの説明でも可
○通常の診療時間外の診療
・ 自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称及び連絡先

○入退院時の支援
・ 自院又は連携による後方支援病床の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
・ 自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況

○在宅医療の提供
・ 自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
・ 自院における在宅看取りの実施状況

○介護サービス等と連携した医療提供
・ 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況
・ 介護保険施設等における医療の提供状況（協力医療機関となっている施設の名称）
・ 地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況
・ ＡＣＰの実施状況 33



「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者への説明（案）③

○ 改正医療法において、「…当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあつたときは、正当
な理由がある場合を除き、…次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなければならない。」とさ
れている。

○ 患者又は家族から説明の求めがあっても、説明の努力義務が免除される場合を規定するものであり、
「正当な理由がある場合」については、医療法第６条の４に基づく入院診療計画書の交付の努力義務が免
除される場合の考え方※も参考に、以下のとおりとしてはどうか。

・ 説明を行うことで、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
・ 説明を行うことで、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合

※ 入院診療計画書の交付について努力義務が免除される場合
・ 患者が短期間で退院することが見込まれる場合
・ 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
・ 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合

説明の努力義務が免除される正当な理由
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「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者への説明（案）④

○ 改正医療法において、「当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあつたときは、正当な
理由がある場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当する医師
又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が
行われるよう努めなければならない。」とされている。

〇 「電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法」については、以下のとおりとしてはどうか。

・ 書面により提供する方法
・ 電子メール等により提供する方法
・ 磁気ディスクの交付により提供する方法
・ 患者の同意を得て電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーに入力する方法

※ 電子カルテ情報共有システムについては開発中

説明の方法
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新 旧

第六条の四の二
第三十条の十八の四第二項の規定による確認を受けた

病院又は診療所であつて、同項の厚生労働省令で定める
要件に該当する体制を有するもの（他の病院又は診療所
と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場
合を含む。）の管理者は、同条第一項に規定する継続的
な医療を要する者に対して居宅等において必要な医療の
提供をする場合その他外来医療を提供するに当たつて説
明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合で
あつて、当該継続的な医療を要する者又はその家族から
の求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、
電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、
その診療を担当する医師又は歯科医師により、当該継続
的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事
項の適切な説明が行われるよう努めなければならない。

一 疾患名
二 治療に関する計画
三 当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
四 その他厚生労働省令で定める事項

（新設）

改正医療法 適切な説明に関する規定
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医療法
第六条の四 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医
師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。た
だし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
一 患者の氏名、生年月日及び性別
二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
三 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療（入院中の看護及び栄養管理を含む。）に関する計画
五 その他厚生労働省令で定める事項

２ 病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載
すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

医療法施行規則
（作成の期限）
第一条の五 患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第六条の四第一項の規定により、入院した日から起算して七日以内に同項に規定する書面

（以下「入院診療計画書」という。）を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
（努力義務の例外）
第一条の六 法第六条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 患者が短期間で退院することが見込まれる場合
二 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
三 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合

（説明の内容）
第一条の七 法第六条の四第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 推定される入院期間
二 病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項

（電磁的方法による代替）
第一条の八 病院又は診療所の管理者は、法第六条の四第二項の規定により、入院診療計画書の交付に代えて、当該計画書に記載すべき事項を電磁的
方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、患者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録
の方式を示し、承諾を得なければならない。

２ 病院又は診療所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、患者又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、
当該方法による提供を行つてはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

３ 法第六条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
イ 電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
ロ 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する
方法

ハ 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供
し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに入院診療計画書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
４ 前項各号に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

医療法 入院時の適切な説明（入院診療計画書）に関する規定
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医療法
第六条の四の二 助産所の管理者（出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。）は、妊婦又は産婦（以
下この条及び第十九条第二項において「妊婦等」という。）の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の助
産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければなら
ない。
一 妊婦等の氏名及び生年月日
二 当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名
三 当該妊婦等の助産及び保健指導に関する方針
四 当該助産所の名称、住所及び連絡先
五 当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
六 その他厚生労働省令で定める事項

２ 助産所の管理者は、妊婦等又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき
事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

医療法施行規則
（説明が必要な場合）
第一条の八の二 妊婦又は産婦（以下この条から第一条の八の四まで及び第十五条の三において「妊婦等」という。）の助産を担当する助産師は、法
第六条の四の二第一項の規定により、助産所の管理者（出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次条及び第一条の八の四
において同じ。）が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わな
ければならない。

２ 法第六条の四の二第一項の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十六条第一項
の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。

（説明の内容）
第一条の八の三 法第六条の四の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 緊急時の電話番号その他の連絡先
二 助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項

（電磁的方法による代替）
第一条の八の四 助産所の管理者は、法第六条の四の二第二項の規定により、同条第一項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事
項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を
得なければならない。

２ 助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該
方法による提供を行つてはならない。ただし、当該妊婦等又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

３ 法第六条の四の二第二項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。
一 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 助産所の管理者の使用に係る電子計算機と妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用す

る方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 助産所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて妊婦等又はその家族の閲覧に供し、当

該妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第六条の四の二第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

４ 前項各号に掲げる方法は、妊婦等又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

医療法 妊産婦への適切な説明に関する規定
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２．かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備、国の支援のあり方など
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（１）地域で必要となるかかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修
の充実

40



地域で必要となるかかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修の充実（案）

○ 「全世代型社会保障構築会議報告書」（令和4年12月）において、「かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進めるにあたっては、医療従事者、
特に医師の育成やキャリアパスの在り方について、大規模病院の果たす役割も含めて検討すべき」とされている。

○ これまでの分科会においても、医師の教育や研修に関して以下のような意見があった。
・自分の専門の人を診ながら、ほかの部分も総合的に診ているかかりつけの先生も多い。急な変革は無理なので、目標に向かって学びやすい教育環境をど
う効果的・効率的につくっていくかが重要。専門を持ちながらかかりつけ医としてやっている先生にとって何が学びたいか、どういう分野のどういう内容を学
べば、もっと幅が出せるか、ニーズに合わせた教材を作成していくことが効率的。

・総合診療専門医をどう活用して増やしていくかも重要であり、また、今まで違う科をやってきたけれども、プライマリ・ケア、在宅医療とか、地域医療に参画し
たい先生方に対するリカレント教育も大変重要。

・かかりつけ医機能を担う医師向けの研修や認定制度は様々な民間団体で実施されており、こうした取組を支援するなど、既存の取組を活かす形で進める
べき。

・研修の内容は、幅広い診療領域の疾患・症候に対応するためもの、地域連携を進めるためのもの、24時間対応や在宅医療等の機能を果たす上で必要なも
の等を考えるべき。一方、個々の医師が学ぶべき内容は、地域特性や専門性等に応じて異なることから、一律のものとするのでなく、様々な内容の研修資
材等を整備した上で、個々の医師の判断で、選択して学べるようにすべき。

・かかりつけ医機能を有する医療機関がOJTを通じて、かかりつけ医機能を実践する担い手を育成する役割を果たしてくれるのではないか。かかりつけ医機
能を有する医療機関が担い手を育成していることも、評価する仕組みがあってよい。

○ かかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修を充実して、患者の生活背景等も踏まえて幅広い診療領域の全人的な診療を行う医師の
増加を促していくことが重要。リカレント教育・研修を体系化して、行政による支援を行いつつ、地域の医療機関での実地研修も含めた研修体制
を構築するなど、地域で必要となるかかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修の充実を図ることについて、どのように考えるか。
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【対応案】

＜研修の内容等の明確化＞
○ 各団体で実施する「かかりつけ医機能に関する研修」について、知識（座学）と経験（実地）の両面から望ましい内容等を整理し、かかりつけ医
機能報告の報告対象として該当する研修を示してはどうか。（本分科会で骨格を議論し、詳細は厚生労働科学研究で整理）

（学びやすい環境の整備）
・どの地域でも、１人医師の診療所で多忙でも、医師がかかりつけ医機能に関する研修を選択して学びやすくなるよう、国において必要な支
援を検討し、かかりつけ医機能に関する研修の全国共通の基盤として医師が選択して学べる「E- learningシステム」の整備を進めてはどうか。

（実地研修の場の整備）
・地域でかかりつけ医機能を担う医師を増やしていくため、在宅医療や幅広い領域の診療等の経験を得るための実地研修の場の整備が重
要であり、かかりつけ医機能報告を通じて、実地研修の場を提供する医療機関を確認してはどうか。
・実地研修の場を提供する医療機関における実地研修に要する設備整備等について、地域医療介護総合確保基金を活用して支援が可能で
あることを明確化してはどうか。

（実地研修受講の意向のある医師と実地研修の場を提供する医療機関のマッチング）
・地域において、かかりつけ医機能報告等を通じて、実地研修受講の意向のある医師と実地研修の場を提供する医療機関を把握し、実地研
修のマッチングを行ってはどうか。



令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」釜萢構成員提出資料（抜粋）
参考
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日医かかりつけ医機能研修制度研修内容

令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」釜萢構成員提出資料（抜粋）
参考
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生涯教育カリキュラムコード日本医師会生涯教育カリキュラム2016（2022年4月版）より

1 医師のプロフェッショナリズム 22 体重減少・るい痩 43 動悸 64 血尿（肉眼的、顕微鏡的）

2 医療倫理：臨床倫理 23 体重増加・肥満 44 心肺停止 65 排尿障害（尿失禁・排尿困難）

3 医療倫理：研究倫理と生命倫理 24 浮腫 45 呼吸困難 66 乏尿・尿閉

4 医師-患者関係とコミュニケーション25 リンパ節腫脹 46 咳・痰 67 多尿

5 心理社会的アプローチ 26 発疹 47 誤嚥 68 精神科領域の救急

6 医療制度と法律 27 黄疸 48 誤飲 69 不安

7 医療の質と安全 28 発熱 49 嚥下困難 70 気分の障害（うつ）

8 感染対策 29 認知能の障害 50 吐血・下血 71 流・早産および満期産

9 医療情報 30 頭痛 51 嘔気・嘔吐 72 成長・発達の障害

10 チーム医療 31 めまい 52 胸やけ 73 慢性疾患・複合疾患の管理

11 予防と保健 32 意識障害 53 腹痛 74 高血圧症

12 地域医療 33 失神 54 便通異常（下痢、便秘） 75 脂質異常症

13 医療と介護および福祉の連携 34 言語障害 55 肛門・会陰部痛 76 糖尿病

14 災害医療 35 けいれん発作 56 熱傷 77 骨粗鬆症

15 臨床問題解決のプロセス 36 視力障害・視野狭窄 57 外傷 78 脳血管障害後遺症

16 ショック 37 目の充血 58 褥瘡 79 気管支喘息・COPD

17 急性中毒 38 聴覚障害 59 背部痛 80 在宅医療

18 全身倦怠感 39 鼻漏・鼻閉 60 腰痛 81 終末期のケア

19 身体機能の低下 40 鼻出血 61 関節痛 82 生活習慣

20 不眠（睡眠障害） 41 嗄声 62 歩行障害 83 相補・代替医療（漢方医療を含む）

21 食欲不振 42 胸痛 63 四肢のしびれ 0 最新のトピックス・その他

総論 症候論 継続的なケア

ṁ ᾆ

令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」釜萢構成員提出資料（抜粋）
参考
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日医かかりつけ医機能研修制度

令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」釜萢構成員提出資料（抜粋）
参考
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日医かかりつけ医機能研修制度

令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」釜萢構成員提出資料（抜粋）
参考
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第1期 合計：29,712名

H28年度受講者：９,３９１名
（研修開催回数：日医中央研修1回、22都道府県42回）

H29年度受講者：９,７１２名
（研修開催回数：日医中央研修1回、27都道府県47回）

H30年度受講者：１０,６０９名
（研修開催回数：日医中央研修1回、31都道府県46回）

応用研修受講者数（延べ人数）合計：６４，４３０名

修了者数 認定期間有効実人数（R2～4年度）：4,158名 累計：１２,５７８名
R2年度修了者：１,５４７名 R3年度修了者：１,２２５名 R4年度修了者：１,３８６名

R元年度受講者：９,３６１名
（研修開催回数：日医中央研修1回、30都道府県53回）

R2年度受講者：６,５７１名
（研修開催回数：43都道府県138回 ※日医中央研修未開催）

R3年度受講者：６,２９６名
（研修開催回数：日医中央研修3回、26都道府県68回）

第2期 合計：22,228名

第
1
期

第
2
期

第
3
期

R4年度受講者：６,６１８名
（研修開催回数：日医中央研修3回、27都道府県56回

R5年度受講者：５,８７２名※
（研修開催回数：日医中央研修3回、16都道府県22回

※ R5.12.6現在

第3期 合計：12,490名

日医かかりつけ医機能研修制度現在の進捗状況（令和5年12月6日現在）

令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」釜萢構成員提出資料（抜粋）
参考
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参考



令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」織田構成員提出資料（抜粋）
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○18- 24年度研修者315名
（共催の日本プライマリ・ケア
連合学会より137名）

93名

（2023年1月現在）

〇受講者プロフィール

所属科：内科、外科を中心
に脳神経外科、整形外科、
救急科等

8

参考
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総合医育成プログラム（スクーリングの内容）

Å診療実践コース

¸ テーマの構成（全22回）

Å臨床推論

ÅEBM

Å病院T&A（triage&action）

ÅマイナーT&A（triage&action）

Å生活習慣指導（行動変容含む）

Å地域包括ケア

Åリハビリテーション

Å循環器

Å呼吸器

Å消化器

Å代謝内分泌

Å腎・泌尿器

Å神経

Å血液・膠原病

Å感染症

Å小児科

Å整形外科

Å産婦人科

Å耳鼻科

Å皮膚科

Å精神科

Å認知症

参考令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」大橋構成員提出資料（抜粋）



51

総合医育成プログラム（スクーリングの内容）

Åノンテクニカルコース

¸ テーマの構成（全10回）

①MBTI（性格タイプ別
コミュニケーション）(１)

②コンフリクトマネジメント
③ コーチング＋人材育成
④ 教育技法
⑤ リーダーシップ・

チームビルディング

⑥ミーティングファシリテーション

⑦ 問題解決（１）

⑧問題解決（２）

⑨ TEAMS-BI（仕事の教え方）

⑩ TEAMS-BP（業務の改善の仕方）

＋TEAMS-BR（人への接し方）

参考資料：
研修では教えてくれない！
医師のためのノンテク仕事術

(羊土社）

参考令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」大橋構成員提出資料（抜粋）
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総合医育成プログラムで養成する医師のイメージ

外来

救急

病棟

在宅

ノン
テクニカル
スキル

外来

救急

病棟

在宅

ノン
テクニカル
スキル

¸経験豊富で、自分の専門領域に関しては高い能力を持っている
¸診療領域の中で、総合的な診療を提供する基本的な診療能力
（例：当直での初期対応など）に足りない部分がある
¸在宅ケアや地域連携等の知識や理解が足りない部分がある
¸組織人としてチームを作り、人を育て、リーダーシップを発揮
して、効果的にタスクをマネジメントするスキル（ノンテクニ
カルスキル）は経験的に体得しているが、体系化された教育を
受けていない。

¸経験豊富で、自分の専門領域に関しては高い能力を持っている
¸診療領域の中で、総合的な診療を提供する基本的な診療能力
（例：当直での初期対応など）を広い範囲で身につける
¸在宅ケアや地域連携等の知識や理解が十分ある
¸組織人としてチームを作り、人を育て、リーダーシップを発揮
して、効果的にタスクをマネジメントするスキル（ノンテクニ
カルスキル）は経験的に体得しているに加えて、体系的なスキ
ルを身につけている

https://www.ajha.or.jp/hms/sougoui/overview.html

令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」織田構成員提出資料（抜粋）参考
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①がん患者の看取り
②がん患者       の管理
③脳卒中患者の      調整
④脳卒中患者の          の指示や処方
⑤心血管疾患患者に対する抗凝固薬の管理
⑥糖尿病患者の     管理
⑦ CKD stageを意識した糖尿病性腎症患者の

管理
⑧軽症うつ病の管理
⑨認知症の診断と治療
⑩認知症周辺症状の      
⑪     使用障害の発見と管理
⑫創傷に対する縫合
⑬小児喘息発作の初期対応
⑭心肺停止患者の救急対応
⑮在宅患者の急性感染症の管理
⑯急性腰椎症の診断と治療
⑰湿疹や皮膚炎の外用剤使用
⑱家族計画の相談
⑲妊婦健診
⑳産褥期の  
㉑乳幼児健診
㉒小児患者の予防

接種
㉓小児の点滴
㉔膝関節穿刺
㉕骨折初期対応

1 実施できない
2 実施していない
(専門医と連携できれば
実施可)

3 実施していない
(状況が許せば実施可)

4 機会があれば実施
5日常的に実施
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消化器内科(経験30年)
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消化器内科(経験26年)
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0
1
2
3
4
5

①
②

③
④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫⑬⑭⑮
⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒
㉓

㉔
㉕

内科(経験23年)
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内科(経験27年)
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内科(経験32年)
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外科(経験25年)
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脳神経外科(経験9年)
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整形外科(経験25年)

診療領域の拡がり修了者・アンケート結果から

以上の項目をレーダーチャート

令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」織田構成員提出資料（抜粋）参考



（２）地域におけるかかりつけ医機能の実装に向けた連携体制の構築
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ṍ

Ӻ◖A

①複数医師のいる診療所の医師同士が連携するパターン

②別の診療所・病院にいる複数の医師同士が連携するパターン

ừẍⱲᴁ ˢ ˣ

ừẍⱲᴁ ˢ ˣ

ừẍⱲᴁ ˢ ˣ

ừẍⱲᴁ ˢ ˣ

ṍ

ウ 医療機関間の情報連携の仕組み
・医療DXの取組の推進
・輪番を組む際の情報連携のルール作り（情報提供フォー

マット作成など）

エ 医療機関間の連携の仕組み
・地域の協議の場等における調整や協議（調整や協議の

コーディネーターの基金による支援）
・地域医療連携推進法人の仕組みの活用

ア 複数医師の連携の仕組み
・24時間の在宅医療や夜間･休日対応等を行う観点から、

院内の複数医師の情報共有や患者への事前説明の推進
・在宅医療等、かかりつけ医機能を担うための実地研修を

受けようとする医師が、こうした研修を提供する診療
所に集まることで、複数医師の体制を確保。

イ 診療報酬の評価
・機能強化型在宅療養支援診療所（常勤医師3名以上配置）

の評価

自院の複数の医
師が連携して対
応することを患
者に説明。

複数の医療機関
の医師で対応す
ることを患者に
説明。

Ӻ◖B

Ӻ◖C

ừẍⱲ Ԛχ Ϧ
ˢῇ כ◦ ˣ

オ 診療報酬の評価
・機能強化型在支診・在支病（連携型）の評価

支援･推進

支援･推進

55

地域におけるかかりつけ医機能の実装に向けた連携体制の構築（案）

○ 24時間の在宅医療や夜間・休日対応等を行うため、患者と医師が１対１の関係性で診療にあたるのではなく、１人の患者に対し、複数の医師が
診療にあたる仕組み（グループ診療）を構築する有用性が指摘されている。複数の医師のいる診療所の医師同士が連携する場合、別の診療所・
病院にいる複数の医師同士が連携する場合の連携体制の構築について、どのように考えるか。

【対応案】



Invisible General Hospital
ᴠ ᴟ › Ԛ

Ԛ◦כʺ ὀʺӺ ᵒῐ ὀʺ ḧχ ὀ

ḺχᾋΠϥḩἰʺICTχᶨ

ӽχ ӪϬ ϛοԁνχ ԚχϢΞτ
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参考令和６年12月6日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」小柳参考人提出資料（抜粋）



立地

信濃川

中ノ口川

黒埼地区

大通団地

曽野木団地

木場地区

白根大通病院

KOYANAGI真柄CLINIC
24時間対応

黒埼地区 25,893

新潟市南区
人口46,212 
世帯数15,514

βϙϦ ḘῐІГ˔Єдр
24Ⱳḧ ᴂ

ꜛϣχ ӽӺ Ϭ ρΰορϣΠϥ

ↄ ᵓ ᶣ Ԛ
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参考令和６年12月6日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」小柳参考人提出資料（抜粋）



本事例集では、各地域でかかりつけ医機能
を発揮していると考えられる事例を紹介して
います。各医療機関・団体等の取組内容につ
いてすべては紹介しきれないため、ポイント
を絞って紹介しております。下表に事例を一
覧にしていますので、ご活用ください。
本書で特に焦点を当てた取組について●を

つけています。（●がなくても、取組が行わ
れていないということではありません）

「かかりつけ医機能に関する事例集」（抜粋）
（厚生労働省｢令和３年度かかりつけ医機能の強化･活用にかかる調査･普及事業｣）

また、かかりつけ医機能を担う医療機関を
支援すると考えられる取組等をしている事例
については、その観点で下記の医療機関等に
関し収集し、参考事例としてまとめました。
・名寄市立総合病院
・地域医療連携推進法人日本海ヘルスケア
ネット

・社会医療法人財団慈泉会相澤病院
・地域医療連携推進法人尾三会
・独立行政法人地域医療機能推進機構
（JCHO）中京病院

・うすき石仏ねっと運営協議会
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多職種連携関連 情報共有関連【方法に関する項目】 バックアップ関連

【効果に関する項目】 24時間対応関連 医介連携関連 紹介逆紹介関連 在宅医療関連

令和３年度「かかりつけ医機能の強化・活用に係る調査・普及事業」で収集された地域全体でかかりつけ医機能を発揮している事例集から抜粋。

第8次医療計画等に関する検討会
（令和4年9月9日）資料１（抜粋）
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（β）救急医療体制：夜間の軽症患者の診療を年中無休で行う施設である夜間急病センターと重症患者等を受け入れる救急当番医（二次救急病院・救急
救命センターで構成）。
松本市の取組として紹介したが、その他多くの医師会や自治体でも運営されている仕組みである。 60

参考第8次医療計画等に関する検討会
（令和4年9月9日）資料１（抜粋）

令和３年度「かかりつけ医機能の強化・活用に係る調査・普及事業」で収集された地域全体でかかりつけ医機能を発揮している事例集から抜粋。
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参考第8次医療計画等に関する検討会
（令和4年9月9日）資料１（抜粋）

令和３年度「かかりつけ医機能の強化・活用に係る調査・普及事業」で収集された地域全体でかかりつけ医機能を発揮している事例集から抜粋。
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「地域医療連携推進法人制度」の見直し ※令和 6 年 4 月 1 日施行
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地域医療連携推進法人（新たな仕組み） β赤字箇所が現行との相違点

参加法人等

令 和 ５ 年 度 第 ３ 回 医 療 政 策 研 修 会

令 和 6 年 1 月 1 9 日

資料７

（一部改）
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（３）医療DXによる情報共有基盤の整備等

65



医療DXによる情報共有基盤の整備等（案）

○ 医療DXの取組として、健診・医療・服薬・介護等の患者情報の共有を可能とする「全国医療情報プラットフォーム」の構築が進められている。
○ 令和６年度から、３文書（健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー）、６情報（傷病名、感染症、薬剤アレルギー等、その他アレ
ルギー等、検査、処方）の情報共有が開始される予定であり、服薬の一元管理等における活用が考えられる。

○ 将来的には、入退院時等に医療・介護関係者で状況が共有され、よりよいケアを効率的に受けられる切れ目ない情報共有が想定され、検討が
進められているが、具体的な実施時期は未定である。

○ 「全国医療情報プラットフォーム」により介護関連情報が共有されるには一定の期間を要することが見込まれる中、在宅療養患者等に関して、医
療機関、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等が円滑に連携できるよう、モバイル端末で患者の状態等をリアルタイムで情報共有する
民間サービスが実施されている。

○ 特にへき地等の医療資源の少ない地域においてかかりつけ医機能を発揮するには、対面診療を補完するオンライン診療（D to P with Nなど）の
実施や、専門家と連携する遠隔コンサルテーション（D to D）などの活用が考えられる。

○ 地域の医療機関等や多職種が機能や専門性に応じて連携して医療の提供を行うに当たって、医療DXによる情報共有基盤の整備、対面診療を
補完するオンライン診療（D to P with Nなど）の実施等を図ることについて、どのように考えるか。

66

【対応案】
○ 国が医療DXの取組として整備を進めている「全国医療情報プラットフォーム」を活用し、地域の医療機関等や多職種が機能や専門性に応じて
連携しながら、地域におけるかかりつけ医機能の確保を推進していく。

○ 医療ＤＸを活用した医療提供に関する関係者の理解を深めるため、医師・医療機関向けの研修も重要であると考えられ、かかりつけ医機能に
関する研修において、医療ＤＸを活用した医療提供に関する項目を盛り込むこととしてはどうか。

○ 「全国医療情報プラットフォーム」による介護関連情報の共有が実施されるまでにおいても、医療機関、訪問看護ステーション、介護サービス
事業者等が円滑に連携できるよう、活用できる民間サービス（モバイル端末で患者の状態等をリアルタイムで情報共有するサービス等）の活用
などの好事例の周知等に取り組むこととしてはどうか。

○ 地域の実情に応じたオンライン診療・遠隔医療の実施に資する通信機器整備・連携体制構築等を推進してはどうか。



医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕

2023年度
（令和5年度）

2024年度
（令和6年度）

2025年度
（令和7年度）

2026年度～
（令和8年度～）

マイナンバーカードと健康
保険証の一体化の加速等

電子カルテ情報の標準化等

自治体・医療機関/介護事業
所間の連携 等
・自治体が実施する介護、予
防接種、母子保健等の事業の
手続に必要な情報の連携

診療報酬改定DX

〔医療機関等システムのモダ
ンシステム化〕

共通算定モジュールの設計・開発

マスタの開発・改善
電子点数表の改善

○令和6年秋
・保険証廃止

訪問診療等、柔道整復師・あん摩マッ
サージ指圧師・はり師・きゅう師の施
術所等でのオンライン資格確認の構築

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等

マスタ・コードの標準化の促進
提供拡大

スマホからの資格確認の構築

医療機関・薬局間だけでなく、自治体、介護事業所と情報を共有、マイナポで閲覧に加え、申請情報の入力

電子処方箋を実施する医療機関・薬局を拡大

診療情報提供書・退院時サマリーの交換
検査値〔生活習慣病、救急〕、アレルギー、薬剤禁忌、傷病名等を共有

順次、医療機関、共有する医療情報を拡大

概ね全ての
医療機関・薬局で導入

医療機関・薬局間での共有・マイナポでの閲覧が可能な医療情報を拡大

業務運用の見直し
医療機関・自治体との

情報連携基盤の整備
実証事業

マイナポの申請サイトの改修

マスタ及び電子点数表
改善版の提供開始

機能を更に追加しながら、
医療機関数を拡大

医療機関等のシステムについて、診療報酬の共通算定モジュールを通し、抜本的にモダンシステム化

共通算定モジュールのŭ版提供開始
先行医療機関で実施、改善

順次、機能を追加

診断書等の自治体への電子提出の実現
順次、対象文書を拡大

運用開始

運用開始

生活保護（医療扶助）のオンライン資格確認対応 運用開始

保険医療機関等のオンライン資格確認の原則義務化

医療機関・ベンダの負担軽減

医療機関・ベンダの更なる負担軽減

全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築

救急時に医療機関等で患者の医療情報を閲覧できる
仕組みの整備

運用開始

運用開始し、普及

国民に直接メリットがある機能を開始 ⇒ ⇒ ⇒ 機能・実施自治体を拡大

下記について全国的に運用
・公費負担医療、地方単独医療費助成
・予防接種
・母子保健情報
・介護
・自治体検診
・感染症届出

自治体システムの標準化、共有すべき文書の標準化・クラウド化

先行実施

全国医療情報プラットフォームの基盤構築
（電子カルテ情報共有サービス（仮称）の整備）

本格実施

レセプト情報

電子処方箋

電子カルテ情報

医療情報化支援基金の活用による電子カルテ情報の標準化を普及

情報共有基盤の整備
共有等が可能な医療情報
の範囲の拡大

標準型電子カルテŭ版提供開始 本格実施

民間PHR事業者団体等と連携したライフログデータ標準化、 医療機関実証、2025年大阪・関西万博も見据えたユースケース創出支援 順次、ユースケースを拡大

第２回医療DX推進本部
（令和５年６月２日）資料３ 参考
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電子カルテ情報共有サービス (仮称 )の概要

紹介元FHIR対応医療機関
紹介先のFHIR対応医療機関等電子カルテ情報共有サービス

（仮称）文書情報の登録

文書情報の取得

オンライン資格確認等システム

FHIR対応医療機関 5情報の登録

全国の医療機関等

6情報の閲覧

カルテ6情報
の連携

本人確認／同意(当日・事前)

マイナンバー
カード患者

自宅等

マイナポータル

電子カルテ

文書情報・6情報の取得・閲覧文書情報・6情報の保存（消去）文書情報・6情報の発生・登録

文書情報管理

6情報管理

医師

医師等

6情報、患者サマリーの閲覧

電カル、文書管理システム等電子カルテ医師

本人確認／同意(当日・事前)/履歴確認(事後)

マイナンバー
カード患者

医師・薬剤師等電カル、調剤システム等

マイナンバー
カード患者

マイナポータル

(事前同意)(当日同意)

Å

Å 6

(
)

( )

閲覧

閲覧

ṕ6 Ṗ

ṕ6 Ṗ

1

2

3

マイナポータル

(事前同意、事後確認)

文書6情報
の抽出・連携

参考
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3文書6情報の概要

No
FHIR

/
( )

1 Condition
ICD10

+
ṧ

5

2
STS TP HBs(B )

HCV(C ) HIV Observation
JLAC(10/11)

5

3
( )

Allergy
Intolerance

YJ ṕ ẑṖ

(ẑ
ễ zzzṕ
Ṗ

)

ṧ
ṧ
ṧ

5

4
( )

Allergy
Intolerance

J-FAGY

ṕJ-FAGY
Ṗ

5

5

(

) 43
Observation

JLAC(10/11)

1

3

6
ẑ
( )

Medication
Request

YJ ṕ ẑṖ
(ẑ
ễ zzzṕ

Ṗ )

100

3

No 文書項目 概要 記述仕様 宛先指定 添付 電子署名 保存期間

1 健康診断結果報告書
特定健診、事業主健診、学校職
員健診、人間ドック等を対象

HS037 健康診断結果報告書
HL7 FHIR記述仕様

なし 可能 不要
オンライン資格確認等システ
ムに５年間保存

2 診療情報提供書
対保険医療機関向けの診療情報
提供書を対象

HS038 診療情報提供書
HL7FHIR記述仕様

必須 任意 6

1
。

3 退院時サマリー
退院時サマリーを対象

β ( )
HS039 退院時サマリー
HL7FHIR記述仕様

なし 不要

3

6

健康・医療・介護情報利活用検討会
第21回 医療等情報利活用ワーキンググループ
持ち回り開催（令和6年3月27日）一部修正

参考
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はこだて医療・介護連携サマリー【基本ツール】

● 基本情報等
無 級 )

療育 級 )

男 女 )

階 ) 　集合住宅(階 )　※エレベータ 　有 無  健康保険  国民健康保険  後期高齢者

) その他 ( )

年 月 日

～ 年 月 日

　同居  主介護者  キーパーソン

　別居 その他( )

　同居  主介護者  キーパーソン

　別居 その他( )

● 医療情報等*歯科医師等が摂食や口腔ケアに介入されている場合は、応用ツール④を作成下さい。

入院時 入院中 退院時

地域生活期 その他(　　　 )

自立 杖 歩行器 車いす

介助 その他（　　　　　　　　　　　　　）

左上肢 右上肢 その他

左下肢 右下肢 ( )

幻覚・妄想 昼夜逆転 介護への抵抗 抑うつ・不安

暴言・暴力 不潔行為 徘徊 ( )

自立 見守り

一部介助 全介助

褥瘡 (応用ツール②　作成) 留置カテーテル (応用ツール⑩　作成)

皮膚疾患 (応用ツール⑱　作成) 自己導尿 (応用ツール⑪　作成)

認知症 (応用ツール③　作成) 腎瘻・尿管皮膚瘻 (応用ツール⑫　作成)

食事摂取困難 (応用ツール④　作成) ドレーン （部位：　　　　　　　　 　）

自己腹膜灌流装置 (応用ツール⑤　作成) 人工呼吸器 (応用ツール⑬　作成)

透析液供給装置 気管カニューレ (応用ツール⑭　作成)

酸素療法 (応用ツール⑥　作成) 人工肛門・人工膀胱 (応用ツール⑮　作成)

吸引器 感染症 (応用ツール⑯　作成)

輸液ポンプ リハビリテーション (リハビリテーションサマリー　作成)

中心静脈栄養 (応用ツール⑦　作成) 癌末期疼痛管理 (応用ツール⑰　作成)

在宅自己注射(インスリン)(応用ツール⑧　作成) その他 (応用ツール⑱　作成)

経管栄養 (応用ツール⑨　作成)

訪問診療 訪問歯科診療 訪問看護 訪問介護 訪問入浴 訪問リハ

通所サービス ショートステイ 住宅改修 福祉用具 )

*起居動作[自立・見守り]以外は応用ツール⑱を、認知症症状[無]以外は応用ツール③を作成下さい。

*食形態・動作・口腔ケアの項目で[普通・自立]以外を選択した場合は応用ツール④を、服薬管理[自立]以外は応用ツール⑱を作成下さい。

本サマリーの記入者

*応用ツール以外の書式を添付する場合は応用ツール①を必ず作成下さい。

様

特定疾患（　　　　　　　　　　　　　(満

 有         要アセスメント

精神(
障害等

認定

身障(

電話番号

生活

保護

無

有

情報提供先
施設名称 御中

情報提供先
担当者名

居住
戸建(

## 歳)

（フリガナ）

同居家族

氏　名
生

医療保険種類

施設(

障害高齢者日常生活

自立度（寝たきり度）

生年　・
性別等

現住所

要介護度
認知症高齢者日
常生活自立度

関係

認定有
効期間

子の配偶者 その他( )

主病名 医療機関等名称 診療科名等 担当医 受診状況等

兄弟姉妹

関係

無 配偶者 子

*特記

連絡先① 続柄 電話

続柄連絡先② 電話

日

移動

 有

*特記☑の付く場合は応用ツール⑱を作成して下さい。

令和 年

 一部介助

月
● 身体・生活機能等

評価日

 全介助

視力 [日常生活に支障]

*起居動作

・眼鏡

聴力 [日常生活に支障]  無  有

自立 見守り

麻痺の状況  無  軽度

 無

 中度  重度

⇒

麻痺の部位

意思の伝達  可  時々可 ほとんど不可

）

不明不可 失語症

水分トロミ  無

*認知症症状  無 記憶障害
その他

食事・水分制限  無自立  有

 無  有

 ソフト  ミキサー 流動  有

 一部介助  全介助

　刻み

見守り  一部介助  全介助 義歯使用  無
口
腔

*口腔ケア

食
事
摂
取 *食動作

*食形態 普通

自立

見守り

 夜間

衣服の着脱 自立 見守り  一部介助  全介助

排便介助 自立 見守り オムツ使用（パッド含む）

見守り  一部介助  全介助 Ｐトイレ使用

 無

作成日

 全介助

在宅介護サービス等
その他(

電話 FAX 記入者

 無  有
([有]の場合応用ツール⑱　作成) ([有]の場合応用ツール⑱　作成)

所属名

*介護上，特に注意すべき点等
 無  有

*介護・看取りに関する本人・家族の意向等

入浴（保清等） 自立 見守り  一部介助  全介助

*特別な医療等

・補聴器

 無  有⇒ (

 無  有⇒ (

排
泄

排尿介助 自立

 一部介助

）

常時

*服薬管理

常時 無  夜間

の付く項目は右記
の応用ツールを作

成下さい。
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令和６年４月17日「新たな地域医療構想等に関する検討会」松田構成員提出資料（抜粋）



参考

ⱦᴬ

Ԛ
ộ

ḘῐST

ᵒῐⱧỘּי

◓ϸиГʺйЈЀрʺ
PACS χ ϬẶ

Ẃ

ṕ Ṗ

∕ Ḇּיτ ΰʺ
Ӻ ʾᵒῐχ
ΥЯНϱи Ϭ
ΰοзϯиЌϱЭ

τ Ặ

病院

診療所

薬局

入力

歯科診療所

訪問看護ST

介護事業所

ṕ ṌṖ

ṕ 29 ṌṖ ṕ 29 ṌṖ

73

令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」家保構成員提出資料（抜粋）
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令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」家保構成員提出資料（抜粋）
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令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」家保構成員提出資料（抜粋）



参考

ṕ 6 ṌṖ

(ẑ)

Ễ

ẑ

NPO

31 55 254
(R5.4.1 Ṗ

76

令和６年１月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」家保構成員提出資料（抜粋）
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